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見出し 0411-8 通行止め看板の設置 

ご意見 通り抜けができない久慈川の堤防道路に注意喚起の看板がほしい 

回答  ご提案をいただきました注意喚起の看板設置ですが、久慈川の堤防

道路（河川管理用通路）を管理している県北広域振興局土木部に情報

提供し、状況を説明したところ、「行き止まりであることが分かりづら

い箇所のため、看板を設置するなどにより注意喚起に努めたい」と回

答をいただいたところです。 

 市では、久慈川の河川管理用道路の維持管理が適切に行われるよう

に、引き続き、県と協力し取り組んでまいります。 

担当課 建設企画課  電話：0194-52-2120 

 

  


